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一般社団法人 日本廃棄物コンサルタント協会 新ビジョン策定趣旨 

 

 

日本廃棄物コンサルタント協会は、1994（平成 6）年 10 月に厚生大臣から設立許可を得

て法人化され、前身の廃棄物計画懇談会から通算すると約 35 年にわたり廃棄物関連のコン

サルタントの業界活動を推進してまいりました。  

 

その活動内容は、廃棄物の計画策定、収集・中間処理、最終処分、生活排水、マネジメ

ント領域など国内業務から国際関連業務まで幅広く技術研鑚に励み、そのコンサルタント

能力の向上に努め、廃棄物コンサルタント市場の領域の拡大と、安定に貢献してきたもの

と考えております。 

この間、1997（平成 9）年 5 月には、「廃棄物コンサルタント協会 21 世紀ビジョン:新た

なる展開に向けて」(第 1 期ビジョン)が、2005（平成 17）年 5 月には、「同改訂版:新たな

る展開に向けて」(第 2 期ビジョン)が、そして直近の 2011（平成 23）年 8 月には「循環型

社会のデザイナーを目指して」（第 3 期ビジョン）が策定され、本年がその目標年になりま

す。 

 

第 1 期ビジョンでは、廃棄物問題が社会において深刻化し、数々の整備が行われた循環

法、廃棄物法と微量の有害物質問題への対処が課題であり、第 2 期ビジョンでは、地球環

境の保全、民間活力の活用を図った高度な廃棄物の管理システムを目指す活動を提言し実

践してきました。 

第 3 期ビジョンでは、さらに厳しさを増す事業環境に対処し、これを新しいビジネスチ

ャンスの萌芽と捉え、廃棄物コンサルタントが目指すべき姿を「循環型社会のデザイナー

としての社会的評価を得ること」とし、そのためには、高い技術力の保持と持続的向上、

安定した経営組織と持続的発展が必要となることを基軸としたものでした。 

 

本年、第 3 期ビジョンの目標年を迎えるにあたり、まず、アクションプランで掲げた目

標の達成度を評価し、第 4 期ビジョンへの引き継ぎ事項を明確にしました。さらに、国内

外の今日的情勢を踏まえ、コンサルタントの事業領域や役割の広がり、国際的な取組への

対応強化を図るとともに、基盤として「安全」が確保される「循環型社会」、「低炭素社会」、

「自然共生社会」の構築に向けた統合的な取組を強化するための基本方針及びアクション

リストとロードマップを策定しました。 

持続可能社会の形成を担う一翼として、言葉を変えれば「持続可能社会のデザイナー」

として、大きく貢献するための道筋を新ビジョンとして掲げたものです。 

 

平成 28 年 5 月 

一般社団法人 日本廃棄物コンサルタント協会 

会 長  西川 光善 
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1. 新ビジョン策定の背景 

1.1 協会ビジョン 2011-2015 の総括 

1) ビジョン 2011-2015 の概要 

 協会ビジョン 2011-2015 は、厳しさを増す事業環境に対処し、これを新しいビジネスチャンスの萌芽

と捉え、廃棄物コンサルタントが目指すべき姿を「循環型社会のデザイナーとしての社会的評価を得る

こと」とし、そのためには、高い技術力の保持と持続的向上、安定した経営組織と持続的発展が必要と

なることを基本目標として策定されたものであり、その概要は以下のとおりである。 

 (1) 廃棄物コンサルタントが目指すべき姿 

 廃棄物コンサルタントを取り巻く事業環境の変化は、廃棄物コンサルタント企業としての経営リスク

を増大させつつも、地方への財源移譲、自治体技術公務員の減少、官業民営化の制度的枠組の構築など

にみられるように、新しいビジネスチャンスが萌芽しつつあると捉えるべきである。 

 経営リスクの増大と新たなビジネスチャンスの萌芽をインプットとした場合、我々が起こすべきアク

ションとそのアクションによって期待されるアウトプットを概念的に示したものが下図である。 

 同図では、廃棄物コンサルタントが目指すべき姿をアウトカムとして、 

 「循環型社会のデザイナーとしての社会的評価を得ること」と定義し、 

 そのために必要となるアウトプット項目として、次の２点を掲げている。 

 ■高い技術力の保持と持続的向上（プロジェクト組成力、制度設計力、国際競争力、発注者支援） 

 ■安定した組織経営と持続的発展（技術者満足度、顧客満足度、高収益性、社会的満足度） 

 

   事業環境の変化 

目指すべき姿 

アウトカム 

価格競争の激化 
公共投資の大幅削減 

地方への財源移譲 

自治体技術公務員の減少 

新しい公共の担い手台頭 
官業民営化の進展 

循循環環型型社社会会のの  

デデザザイイナナーーととししててのの  

社社会会的的評評価価  
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廃棄物コンサルタ

ントの役割の 

多様化 

経営リスクの増大 

 

 

 

 

一次アクション 

異業種交流 

効率的な 

生産体制 

 
新たな 

マーケティング 

 
コンサルティング 

エンジニアの確立 

 
プロジェクトマネジ

メントの充実 

 

人材の確保 

 

 

 

 

 

二次アクション 

技術者教育の 

充実 

海外事業展開の 

促進 

ワークライフ 

バランスの改善 

品質の確保・向上 

広報・啓発活動 

の充実 

 

 

 

 

一次アウトプット 

より高いレベルの 

コンプライアンス 

コンサルタント 

成果の付加価値

向上 

公益活動への 

展開 

 

 

 

 

二次アウトプット 

高い技術力の保持 

と持続的向上 

プロジェクト 

組成力 

制度設計力 

発注者支援 

安定した組織経営 

と持続的発展 

顧客満足度 

技術者満足度 

高い収益性 

社会的満足度 

国際競争力 
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(2) ビジョン実現に向けたロードマップ 

 ビジョン実現に向けた具体的なアクションリストのロードマップを下表に示している。 

 本ロードマップに基づき、各年度の達成度評価を実施するとともに、ロードマップとの乖離が生じた

場合は、その要因を分析するとともに、適宜、アクションならびにスケジュールの調整を行うものとし

た。 

ビジョン 2015 におけるアクションリストとロードマップ 

 

注）担当欄は、平成 25 年度に対外活動部会が新設されたことにより現状と一部、相違がある。 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

①技術者研修会の充実 技術部会 出席率
準備 毎年実施 実施時期変更 継続・モニタリング

100%

②技術発表会の充実 技術部会 出席率
準備 試行 実施 継続・モニタリング

100%

③技術士試験対策講習会の充実 技術部会 合格者率
検討・準備 共催試行 総合監理追加 継続・モニタリング

50%

④技術セミナーの充実 技術部会 出席率
検討・準備 実施(60%) 実施(80%) 実施(90%) 実施(100%)

100%

⑤CPDの推進 総務部会 CPD時間
検討・準備 試行 実施(30時間) 実施(40時間) 実施(50時間)

50時間

⑥倫理研修の推進 総務部会 出席率
検討・準備 試行 実施(60%) 実施(80%) 実施(100%)

100%

①会員の海外指向等把握 国際部会 実施
実施・集計

(実施)

②海外展開アクションプラン 国際部会
作成

実施

プラン作成・実施 アクションの実施・モニタリング
(実施)

③海外プロジェクトセミナー 国際部会
計画案

開催回数 戦略計画

実施・モニタリング
年１回

④国際セミナー等への参加 国際部会他 実施 年１回以上

⑤国際交流の検討・実施 国際部会 実施
方針検討 調査・交流計画 交流等の実施

(実施)

①効率的な生産システムの構築 総務部会
残業時間

縮減率

基準策定 調査 実施（前年比80％→60％）

②給与水準のパフォーマンスアップ 総務部会 計画案
人材育成優遇制度検討 試行 アクション実施

③技術士資格等、有資格保有者の増加 技術部会 技術士数
技術士セミナー継続

④女性技術者の産休・育休制度の活用 総務部会 適用率
制度検討 試行 運用件数モニタリング

⑤再雇用制度の活用 総務部会 適用率
制度検討 試行 運用件数モニタリング

①ミス要因の事故チェック 技術部会 アンケート
企画　　　配布 回収　要因分析

回収率80%

②照査の実効化 技術部会 QMS点検
点検 チェックリスト 照査報告書 継続的活用

加盟会社の80%

③発注者との意見交換会 総務部会 開催頻度
意見交換会準備 意見交換会実施

環境省2回/年

自治体10回/年

④効果のモニタリング 技術部会 アンケート
品質確保活動状況に関するアンケート1回/年

回収率80%

①協会HPの充実 事務局 アクセス数
機能強化準備 継続的改善

20,000件/月

②地域貢献活動の充実 総務部会 イベント出展等
シーズ点検 イベント参加・講師派遣

10件/年

③自治体行政支援 技術部会 セミナー開催
年2回予定 年3回以上開催

3回/年

④広報委員会の設立 広報委員会 開催頻度
設立準備会 設立 継続的活動

6回/年

到達点
ロードマップ
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2) アクションプランの目標達成度評価 

 (1) 技術者教育の充実 

 コンサルタントの基本的な資源は技術者であり、その資質(技術力、人間性、倫理性等)の高さが最も

重要で、かつ求められるところである。その資質を具え、かつ継続的により高みを目指すため技術者教

育の充実を図るべく、技術部会による各種セミナーや講習会の開催、総務部会による CPD 調査、倫理

研修会への会員企業の出席率を目標値としたアクションプランを掲げてきた。 

 目標として掲げた各種企画への出席率は目標に至らなかったものの、会員企業における廃棄物関連の

技術士資格者数は、平成 23 年度の 161 名から平成 27 年度の 194 名へと 20％増となるなど、一定の技

術者教育の充実が図られたものと評価できる。 

(2) 海外事業展開の促進 

我が国における廃棄物の適正処理および資源化等にかかわる技術と経験の海外展開が急速に進

んでいく趨勢の中、コンサルタントにとっても新たな市場を開拓していくチャンスであり、海外展

開への積極的なチャレンジを活性化させるため、会員企業の意向調査、関連セミナー開催、国際交

流の促進等を図ってきた。その結果、協会会員の海外業務の売り上げは、平成 22 年度の 926 百万

円から平成 26 年度には 2,064 百万円と倍増することとなった。 

ただし、その内訳はＪＩＣＡの技術協力プロジェクト案件が大半を占めており、国際機関や海外

政府からの受注は伸びていない。また海外プロジェクトに取り組む会員企業数に大きな変化はなく

課題として残されている。 

(3) ワークライフバランスの改善 

コンサルタントの業務は、社会に対する貢献度も高く、本来やりがいのある仕事である。しかしなが

らその一方では、きつい、残業が長い、給与水準が高いとは言い難いなど、技術者がやりがいや充実感

を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすためのバックボーンが十分とは言い難いのが現状である。こ

うした状況を改善するために、「人的資源の高付加価値化」により「仕事と生活の調和」を図ることを

目標として、各会員企業での取り組みを啓発してきたが、ワークライフバランスの改善につながる成果

のモニタリングには至っていない。協会としての新たな取組としては、女性技術者懇談会を発足させた

ことが特筆される。 

(4) 品質の確保・向上 

コンサルタント業務の成果品の品質を確保することは、｢循環型社会のデザイナー｣を目指すコンサル

タントにとって第一優先とすべき事項である。また、品質の確保にとどまらず、さらに向上させる視点、

すなわち、地域の廃棄物行政や３Ｒの視点からの有益な提案等を自発的に実施できることが｢循環型社

会のデザイナー｣に求められる要件であるとの認識の下、技術部会において品質向上検討委員会を立ち

上げ、会員会社の取組みに関する実態調査に着手したが、品質確保・向上の定量的な効果は把握できて

いない。 

(5) 広報・啓発活動の推進 

一般社団法人としての共益活動ならびにコンサルタント企業としての社会貢献活動を支援するため

に、会員企業、発注者、一般社会に対する広報・啓発活動を推進することを目的として、対外活動部会

ならびに広報専門委員会を立ち上げ、発注者、関連団体との連携、大学へのリクルート活動、協会ＨＰ

の充実等の取組を実施した。 
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1.2 新ビジョンの全体像と枠組 

 新ビジョン策定に向けた引き継ぎ事項ならびに、2 章で整理する持続可能社会を目指す新たな潮流を

踏まえ、3 章では持続可能社会形成推進コンサルタントへの目標と道筋を指し示すとともに、4 章では

目標達成に向けた基本方針、5 章では今後５年間を見据えた中期行動計画とロードマップを記載するも

のとした。 

 新ビジョンのアウトカムは「持続可能社会形成推進コンサルタント」であり、新しいコンサルタント

セクターの基本目標として、協会組織、会員企業、個々の技術者それぞれの目標を掲げ、目標達成に向

けた基本方針と中期行動計画を関連づけたものであり、ビジョンの全体像と枠組は次図に示すとおりで

ある。 

 
 

 

 

 

 

 

１

章 

持続可能社会形成推進 

コンサルタントセクターの確立 

循環型社会 

低炭素社会 

自然共生社会 

実現に向けた統合的取組 

日本廃棄物コンサルタント協会 

 

循環型社会のデザイナーをめざ

して、廃棄物・資源循環マネジ

メントの技術開発・普及を促進 

 

 

 

 

取り巻く事業環境 

国内廃棄物分野の市場規模の縮小 

会員企業数・廃棄物関連技術者数の減少 

廃棄物関連施設の調達方式の多様化 

新設から維持管理の時代へ 

海外プロジェクトへの展開スピードの遅れ 

協会の内部変革 

関連する他団体との連携強化 

環境省の政策パートナー 

自治体環境行政のアドバイザー 

目指すべき姿 
基本方針 

現在の協会の姿 

 

 

 

取り巻く事業環境 

質に着目した循環型社会の形成 

低炭素社会・自然共生社会づくりとの統合的取組 

コンサルタントサービスの事業領域拡大 

プロジェクトの上下流への展開 

 

世界とりわけアジア地域における廃棄物発生量の増大 

世界経済の持続的発展と資源利用の削減ニーズ（資源効率性） 

我が国からの循環資源の輸出増大 

国際的な化学物質管理の必要性 

国内の新たな潮流 

海外の新たな潮流 

 

４

章 

 

 

 

 

２

章 

 

 

 

 

３

章 

 

 

 

５

章 

行動計画、ロードマップ 
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1.3 廃棄物コンサルタントを取り巻く事業環境 

1) 廃棄物処理の現状 

(1) 一般廃棄物の排出及び処理・処分 

 環境省公表資料「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成 25 年度）について」によれば、平成 25 年

度におけるごみ総排出量は 4,487 万トン、１人１日当たりのごみ排出量は 972 グラムであり、両指標と

もに経年的に減少してきたが、近年は微減から横ばい傾向にある。なお、総排出量の約 65％を生活系ご

みが占めており、約 29％が事業系ごみ、約 6％が集団回収量となっている。 

 

 ごみの総処理量は 4,237 万トンであり、そのうち中間処理（焼却、破砕・選別）された量は 3,968 万

トン、再生業者等へ直接搬入された量（直接資源化量）は 212 万トンで、これらを合わせた減量処理率

は 98.6％となる。また直接焼却率はごみの総処理量の 79.6％であり、直接焼却される量は経年的に減少

傾向にある。 
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 直接最終処分された量と中間処理後に最終処分された量を合計した最終処分量は 454 万トンであり、

１人１日当たりの最終処分量は 98 グラムであり、最終処分に関する両指標ともに経年的に減少傾向に

ある。 

 

 

(2) 産業廃棄物の排出及び処理・処分 

 環境省公表資料「産業廃棄物の排出・処理状況について」によれば、平成 24 年度の全国の産業廃棄

物の総排出量は約 379 百万トンであり、平成 17 年度以降減少傾向にある。 
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 産業廃棄物全体の再生利用量、減量化量及び最終処分量の傾向をみると、再生利用量が増加し最終処

分量が減少する傾向は、おおむね平成 19 年度まで継続していたが、平成 20 年度以降はその傾向は弱ま

っている。 

 

 

 産業廃棄物の種類別にみると、再生利用率が高い廃棄物は、金属くず、がれき類、動物のふん尿、鉱

さい等であり、再生利用率が低い廃棄物は、汚泥、廃酸・廃アルカリ、廃油等となっている。また、最

終処分の比率が高い廃棄物はガラスくず、コンクリート及び陶磁器くず、ゴムくず、燃え殻等となって

いる。 
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 (3) 一般廃棄物処理施設の現状 

 平成 25 年度末のごみ焼却施設数は 1,172 施設であり、処理能力の合計は 182,683 トン／日である。

ごみ焼却施設数は経年的に微減傾向にあり、市町村合併や広域処理化に伴う規模の大型化が進んでいる

ことが伺える。 

 

 余熱の利用については、全体の 66.4％の 778 施設で実施されており、具体的な利用方法としては、発

電をはじめ、施設内の暖房・給湯利用や施設外での温水プールや地域への熱供給等がある。 

 



-9- 

 

 発電設備を有する施設は 328 施設で全ごみ焼却施設の 28％を占め、発電能力の合計は 1,770MW、総

発電電力量は 7,966GWh であり、約 240 万世帯分の年間電力量に相当する。 

 各都道府県におけるごみ焼却施設の年間処理量と年間総発電電力量から、ごみ処理量当たりの発電電

力量を比較すると、地域でばらつきが大きく、ごみ発電の整備水準は地域間格差が大きくなっている。 

 

 最終処分場については、平成25年度末現在の一般廃棄物最終処分場は1,723施設、残余容量は107,410

千 m3であり、残余年数は全国平均で 19.3 年となっている。 
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2) 事業環境 

(1) 廃棄物関連予算とコンサルタント業務 

 ① 廃棄物関連予算の推移 

 国の廃棄物処理関係の補助金・交付金の推移は、平成 14 年度の 1,797 億円をピークに、平成 23 年度

には 576 億円と約 1/3 まで削減されてきた。平成 24 年度以降は、東日本大震災の復興特別会計の上乗

せに加え、全国的に施設更新期を迎え、1,000 億円程度の資金需要が 5,6 年継続するものとみられ、環

境省では、この予算確保が困難な課題となっている。 
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廃棄物処理関係補助金・交付金の推移（億円）
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平成16年度までは国庫補助金

平成17年度より循環型社会形成推進交付金と国庫補助金の合計額

平成24年度以降は復興特別会計及び補正予算含む

 

（出典：廃棄物年鑑） 

 

 ② コンサルタント業務の推移 

 協会会員を対象とした受注高調査によれば、平成 12 年度の 286 億円をピークに年々減少し続けてき

たが、平成 22 年度から増加に転じており、平成 26 年度の総受注金額は、対前年度比で 8.0％増の約 162

億円、総受注件数は 2,178 件と対前年度比で 17％減となったものの、1 件当たり総受注金額では 743

万円と対前年度比で 30％もの増加となっている。 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

受注件数（件）受注金額（百万円）

年度

金額
１件当り

件数

金額
１件当り

件数

注）
1件当り金額は、左軸の
受注金額を千円単位とし

ている。
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(2) 廃棄物関連施設の調達方式の変化とコンサルタント業務の方向性 

 ① 廃棄物処理施設整備事業の特性とコンサルタントの役割 

廃棄物処理施設は、廃棄物の適正処理と再資源化を担うための必要不可欠な都市インフラであるが、

その整備事業には長い年月と多額の資金が必要となる。また、その建設工事の調達にあたっては、競争

性、透明性、公正性を担保するとともに、長期的、総合的に品質と経済性の面で優れた施設の調達が求

められている。 

 廃棄物処理施設整備事業に特徴的なものとして、その調達方法のバリエーションがあげられる。プラ

ント設備の調達においては、従来から性能発注方式と称して、設計・施工一括発注方式が主流であり、

コンサルタントの役割は、工事目的物の基本仕様を固め、発注関係図書の作成を支援するものであり、

いわゆる調達事務支援機能を果たしてきたと言えよう。 

 一方、同じ廃棄物処理施設でも最終処分場などは、土木構造物が主体であり、設計・施工分離原則の

もと、コンサルタントは設計者としての機能を果たしてきた。 

② コンサルタント活用の意義とあるべき姿 

 廃棄物コンサルタントは、従来から工事目的物の設計者としての役割と、処理プラント等を設計・施

工一括で調達する際の調達支援者の役割、さらには施設の供用段階における各種支援を担っており、そ

の社会的意義は次のとおりである。 

a) 設計・施工分離方式における設計者としての役割 

 今日の委託契約とコンサルタントの関係のスキームの根幹をなすものは、1959 年の建設事務次官通

達「土木事業に係る設計業務などを委託する場合の契約方式などについて」に示された「設計・施工分

離の原則」であり、そこには「設計業務の受託者には、原則として、当該設計にかかわる工事の入札に

参加させ、又は当該工事を請け負わせてはいけない。」と規定されている。 

 すなわち、設計者としてのコンサルタントに求められる機能は、技術的に中立な立場を堅持し、発注

者が求める目的物の設計図面と数量を算出することであり、このことにより、コンサルタントはコント

ラクターから明確に分離され、コンサルタントの経済的地位や社会的立場が保証されることとなったの

である。 

  b) 設計・施工一括発注方式における調達支援 

工事目的物の技術的知見がコントラクターやメーカーに集中している場合には、設計・施工一括発注

方式が合理的となるが、その場合においても、コンサルタントは発注者の調達を支援する立場としての

役割が期待される。すなわち、どんなものを調達するのかという視点からは、性能発注仕様書の作成と

調達事務支援の役割、また、コントラクター等による設計成果物が発注者の要求仕様を満たしているか

を確認する設計監理、工事目的物の施工過程ならびに完成品が発注者の要求仕様を満たしているかを確

認する施工監理等のいわゆる発注者支援者としての役割である。 

c) 維持管理・補修段階におけるコンサルタントの役割 

 工事目的物が竣工し、運転を開始して以降は、施設が設計性能を発揮しているかどうかを確認すると

ともに、ＬＣＣを最小化するための施設の長寿命化に資する補修計画の立案など、維持管理段階におけ

るコンサルタントの役割も重要である。さらに、維持管理を長期的、包括的に委託する包括的民間委託

や指定管理者制度が整備されており、これらの契約の相手方を調達する支援にもコンサルタントの活用

が期待される。 
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d) 中立性、独立性を担保したコンサルタントのあるべき姿 

 こうしたコンサルタントの役割を果たすために、最も重要な要件は、コンサルタントの倫理である。

コンサルタント倫理を堅持するためには、利害関係のある第三者の影響を受けないということであり、

具体的には、以下に示すコンサルタントの三大倫理を遵守することによってこそ、コンサルタントはそ

の社会的使命を果たすことができると考える。 

 中立・独立性の保持：コントラクター等と資本、人事面において独立している。 

 公正かつ自由な競争：違法行為、ダンピング受注等をしない。 

 高度な専門技術の保持：自らの高度な専門技術により業務を遂行する。 

以上より、発注者を支援するコンサルタントの役割は、「中立性」を保ちながら、自らの「専門技術」

を活かして、「自発的な技術的判断」に基づき、「発注者の立場に立って」、行動することにより、発注

者が「性能に優れたものを、適正な価格で、タイムリーに」調達する支援を実施することと定義できる。 

 

③ 廃棄物コンサルタント業務の方向性 

廃棄物処理施設建設事業におけるコンサルタント業務を従来型調査・設計業務と発注者支援業務に仕

分けするとともに、施設設計（詳細設計）と施工を一括発注する場合と設計・施工分離発注する場合の

2 ケースについて発注者支援業務の流れを示したものが下図であり、今後の発注者支援業務の方向性を

考える上で、いくつかの課題を提起している。 

 

発注者支援業務の分類

設計・施工分離発注 設計監理 調達支援 施工監理 事業モニタリング

設計・施工一括発注 調達支援 設計監理 施工監理 事業モニタリング

構想・計画段階

一般廃棄物処理基本計画

・ごみ量推計等基礎調査

・収集運搬・中間処理・最終処分

・生活排水処理形態別分類

・各生活排水処理施設との連携

・施設整備計画

・委員会･審議会対応

循環型社会形成推進地域計画

・施設整備計画

・構成自治体間の各種調整

・概算事業費算出

・費用対効果分析

施設整備構想

広域化計画

事業計画策定支援等

・事業全体計画策定支援

・事業予算計画策定支援

・コンサル業務発注支援

調 査

・測量･地質調査

・アセス現況調査

施 設 設 計

・基本計画

・基本設計

・実施設計

・施工計画

環 境 影 響 評 価

・予測評価

・方法書･準備書・評価書

関連諸手続き

・都市計画決定資料作成

・林地開発許可申請

・交付金申請図書

・地元説明資料等

調達支援業務 設 計 監 理 施 工 監 理

跡地利用計画

・地域振興計画

・地域付加価値向上計画

施設更新計画

・補修点検・診断業務

・更新計画立案

環境モニタリング調査

適地選定業務

施設設計段階

環境調査・アセス

事業者選定段階 （設計）施工段階 供用段階

環境モニタリング継続

・工事期間中の環境モニタリング

・施設供用中の環境モニタリング

事業モニタリング

環境モニタリングの継続

設 計 監 理

設計・施工一括発注の流れ

設計・施工分離発注の流れ

基本計画・基本設計成果

・設計基準書作成

・設計協議支援

・設計照査

・設計ＶＥ支援

・設計成果検査支援

・地元協議支援

･関係機関協議支援

・会計検査支援

・調達方式検討

・入札説明書作成

・発注仕様書作成

・技術評価基準書作成

・落札者決定基準作成

・予定価格の算定

・ＶＦＭ算定

・審査委員会運営支援

・契約書案作成

・事業モニタリング計画

・設計基準書作成

・設計協議支援

・設計照査

・設計ＶＥ支援

・設計成果検査支援

・地元協議支援

･関係機関協議支援

・会計検査支援

・施工計画検討

・施工監督支援

・安全管理支援

・段階/完了検査支援

・契約変更支援

・環境保全対策支援

・地元対策支援

・維持管理水準評価

・運転管理水準評価

・緊急対応支援

・改善勧告支援

・対価改定支援

・ごみ焼却施設

・リサイクル推進施設

・エネルギー回収施設

・汚泥再生処理センター

・ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾌﾟﾗﾝﾄ

・浸出水処理施設 など

・最終処分場

・解体・撤去計画

・跡地利用 など
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a) 設計業務ならびに設計監理業務の位置づけについて 

 一般的に、設計・施工一括発注方式は、設計対象施設の技術的特殊性の大きい中間処理施設に適用す

ることが合理的であり、技術的難易度の低い施設や、最終処分場本体設計には、設計・施工分離発注方

式が適していると考えられる。 

設計・施工分離発注方式の場合は、詳細設計を従来型業務としてコンサルタントが実施することから、

発注者支援業務としての設計監理は、いわゆる第三者照査の意味合いを持つこととなり、発注者ならび

に設計者の技術力が一定の水準にある場合は、あえて必要としないケースもあると考えられる。 

一方、設計・施工一括発注方式を発注者が選択した場合は、この設計監理は、調達支援業務に続く必

須の発注者支援業務と位置付けられ、発注者支援コンサルタントは、デザインビルダーが実施した詳細

設計成果が発注者の要求水準を満足しているかどうかを適切に見極める必要がある。 

 

b) 調達支援業務の方向性 

 調達支援業務は、設計・施工分離のケースでは施工者を、設計・施工一括のケースではデザインビル

ダーを、PFI 事業のようにファイナンスから運営までを含む場合には、いわゆる SPC を調達対象とす

るものであり、その支援内容は上述の順に複雑で高度化する。 

 今後さらに官業民営化の動きが加速することが考えられることから、コンサルタントが具備すべき資

質は、設計、施工といった技術的側面だけでなく、法務、財務、税務、事業経営といった側面からも評

価できる能力が求められることとなる。このことから、設計者としてのデザインコンサルタントから事

業そのものをコーディネートするマネジメントコンサルタントへの進化が期待されるところである。 

 

c) 発注者支援業務の担い手についての議論 

 最後に、本論で定義した発注者支援業務を誰が担うべきかという議論が残されている。従前の商習慣

においては、設計に携わったコンサルタントが、発注者支援業務と位置づけられないまま、設計コンサ

ルタント業務の一部として支援してきた経緯がある。 

 今後の制度改革において、発注者支援業務が従来型調査設計業務と区分される可能性が高いことを前

提とした場合、従前どおり、設計コンサルタントが発注者支援業務を引き続き担うのか、それとも設計

コンサルタント以外のコンサルタントが発注者支援業務を担うのかは、それぞれ得失がある。 

基本設計までを担ったコンサルタントが引き続き発注者支援業務を実施することは、事業方針や設計

思想の一貫性、技術的判断の的確性などから十分な合理性があるものと判断できる。 

一方、設計コンサルタント以外のコンサルタントが第三者的に発注者支援業務を担う場合は、コンサ

ルタントの調達コストが、やや増大する可能性があるものの、第三者であるがゆえのメリット（中立性

の担保、ＶＥ的要素の発揮）が期待される。 

いずれにしても我が国の建設生産システムは今まさに変革期にあり、今後、様々な仕組みが試行され

る中で、安くて良いものをタイムリーに調達するためには、設計コンサルタントであれ、発注者支援コ

ンサルタントであれ、その果たすべき役割はますます重要性が高まっていくものと考えられる。 
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(3) 廃棄物行政の動向 

 ① 災害廃棄物対策 

 東日本大震災等近年の災害における教訓・知見を踏まえ、災害により生じた廃棄物について、適正な

処理と再生利用を円滑かつ迅速に実施すべく、平時の備えから災害発生時の対応まで、切れ目ない災害

対策を強化するため、廃棄物処理法及び災害対策基本法の一部改正法が 2015（平成 27）年 8 月に施行

された。 

想定される大規模な災害時の災害廃棄物及び津波堆積物の量は、南海トラフ地震で最大 3.2 億トンの

災害廃棄物（東日本大震災の 16 倍）と 0.3 億トンの津波堆積物、首都直下地震で最大 1.1 億トン（東日

本大震災の 5 倍）の災害廃棄物が想定されている。 

2014（平成 26）年 6 月閣議決定された「国土強靭化基本計画」においても、大量に発生する災害廃

棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態を回避する必要性から、国土強靭化政策の一環

として、災害廃棄物対策が位置づけられている。 

環境省においても、2013（平成 25）年 5 月に改訂された廃棄物処理施設整備計画において、「災害対

策の強化」を明記するとともに、2014（平成 26）年 3 月に策定された災害廃棄物対策指針において、

災害廃棄物を円滑に処理するための拠点として廃棄物処理施設が再認識されたところである。 

さらに災害廃棄物対策を支援する取組として、国での検討と並行して現場での連携・協力体制が整備

されてきた。これらのうち、2015（平成 27）年 9 月に発足した災害廃棄物処理支援ネットワーク

（D.Waste-net）の支援者グループとして、一般社団法人日本廃棄物コンサルタント協会も参加してい

るところである。 

D.Waste-net による支援の仕組みは次ページに示すとおりである。 
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出典：http://kouikishori.env.go.jp/action/d_waste_net/ 

平時の備え 

災害発生時 
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② 地球温暖化対策 

 持続可能な社会に向けて、地域レベル、全国レベルでの安全を基盤とする循環型社会、低炭素社会、

自然共生社会の構築に向けた統合的な取組が求められており、その中で廃棄物分野における地球温暖化

対策は、低炭素社会と循環型社会を統合的に実現するための方策として以下の取組が推進されている。 

 廃棄物発電の導入等による熱回収の徹底 

 バイオマス系循環資源の有効活用 

 環境負荷の低い静脈物流システムの構築 

 これらの取組を推進するための具体的な財政措置として、今後増大が見込まれる廃棄物処理施設の更

新ニーズに備えて、「高効率エネルギー利用」及び「災害廃棄物処理体制の強化」の両方に資する包括

的な取組を行う施設に対して、交付率 1/2 の交付対象を重点化することとされ、平成 28 年度予算要求

に向けた具体事業として、以下の事業が掲げられている。 

 

 a) 廃棄物処理施設への先進的設備導入事業 

 廃棄物処理施設において、高効率な廃熱利用と大幅な省エネが可能な設備の導入により得られるエネ

ルギーを有効活用することで、エネルギー起源 CO2 の排出抑制を図りつつ、当該施設を中心とした自

立・分散型の「地域エネルギーセンター」の整備を進める。 

 b) 低炭素型廃棄物処理支援事業 

 本事業では、廃棄物処理事業者及び自治体等による低炭素型の廃棄物処理事業に対し、事業計画策定

やＦＳから設備導入までを包括的に支援するものであり、以下の事業が対象とされている。 

 ・廃棄物処理事業低炭素化促進事業 

   廃棄物由来エネルギー（電気・熱・燃料）を廃棄物の排出者及びエネルギーの利用者等と協力し

て用いる事業計画の策定支援ならびに低炭素型設備等導入支援を行う。 

 ・地域循環圏・エコタウン低炭素化促進事業 

   地域の資源循環の高度化及び低炭素化に資する自治体のＦＳ調査、民間団体（自治体と連携し、

廃棄物の３Ｒを検討する者）の事業計画策定を支援する。 

 c) 廃棄物発電の高度化支援事業 

 地域のエネルギーセンターとしての廃棄物処理施設の機能を高めるには、電力システム改革に対応し

廃棄物発電による電力供給を安定化・効率化する新たなスキームが必要であるとともに、廃棄物処理施

設整備の計画段階でエネルギー利活用と一体的に検討を行うための制度的枠組が必要であることから、

廃棄物発電のネットワーク化ＦＳ事業ならびに廃棄物エネルギー地域利活用計画策定調査に対して支

援を行うものである。 

 d) 廃棄物処理施設の余熱等を利用した地域低炭素化モデル事業 

 廃棄物焼却施設から余熱や発電した電気を地域の需要施設に供給するための付帯設備（熱導管、電力

自営線、熱交換器、受電設備等）及び需要施設整備（余熱等を廃棄物処理業者自らが利用する場合）に

対する補助を行うことにより、地域の低炭素化、廃棄物焼却施設による地域防災力向上に資するもので

ある。 
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3) 企業経営 

(1) コンサルタント企業における廃棄物関連業務のシェア 

 協会加盟会社の総売上高に占める廃棄物関連コンサルタント業務の比率の推移をみると、平成 13 年

度の 4.5％がピークであり、その後平成 18 年度まで低下を続けたものの、平成 19 年度以降は徐々に回

復基調にある。 
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協会加盟会社における廃棄物コンサルタント業務のシェア（売上高比率（％））

協会加盟会社の売上高に占める廃棄物関連コンサルタント業務の比率

ピーク（H13：4.5%）

 

  （協会加盟会社アンケートより） 

 

(2) 廃棄物関連業務の受注単価 

 廃棄物関連コンサルタント業務の受注単価の推移は、平成 12 年度には約 1,100 万円程度であったも

のが、平成 18 年度には 400 万円を下回るまで低下し、その後多少の変動はあるものの、回復基調を示

し平成 26 年度には 800 万円程度にまで回復している。 
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ピーク（H12：10,972千円）

 

（協会加盟会社アンケートより） 
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4) 技術者と技術者資格 

 (1) 廃棄物関連担当職員数 

 協会会員会社数と廃棄物担当職員数の推移をみると、ピーク時の 76 社、1,520 名から経年的に減少を

続けてきたが、近年では職員数は微増傾向にある。 
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協会加盟会社のアンケート結果より作成

会員企業ピーク：H14(76社）

職員数ピーク：H13(1,520名）

（会員企業数）

 

（協会加盟会社アンケートより） 

 

 (2) 廃棄物関連技術者資格 

① 職業資格 

廃棄物処理施設はもとより河川、ダム、道路、下水道など公共事業に係る企画、調査、設計、施工監理な

どコンサルタント業務を行う者については、測量法を除くと業法などによる法的確認が無いのが現状である。

このような状況を補完するため、地質調査業と建設コンサルタント業については、国土交通省が所管した登

録制度がある。建設コンサルタント登録制度においては、2004（平成 16）年 4月 1日に廃棄物部門が新た

に設置され、2015（平成 27）年 12月現在、協会会員企業 41社の内、35社が登録している。 

建設コンサルタント登録制度を活用するメリットは、社内に技術管理者として登録できる技術士がいるこ

と、経営能力が登録基準を満たしていることが事前に審査されていることが挙げられる。 

今後は、技術士，ＲＣＣＭなどの資格取得、廃棄物部門の建設コンサルタント登録の促進等により、確

かな技術力を持った廃棄物コンサルタント会社として評価、選定いただけるものと確信している。 

② 技術者資格 

国土交通省は、具体の業務を実施する際の契約条件を定めた「土木設計業務等委託契約書」並びに「土木

設計業務等共通仕様書」において、建設コンサルタント登録制度における部門登録に必要な技術管理者の要

件を定めている。 

具体的には、管理技術者及び照査技術者の要件として、技術士あるいは RCCM（Registered Civil 

Engineering Consulting Manager）の技術者資格が要求されている。 

技術士と RCCM とが相俟って、技術力のアップを図るとともに、これら技術者が業務を担当することに

より、品質の確保を図っていくことが必要である。 
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a) 技術士 

技術士は、1957（昭和 32）年に成立した技術士法に基づく技術者資格である。技術部門には機械、建設、

衛生工学などの 20部門に、2001（平成 13）年の改正によって新設された総合技術監理部門を加えた 21部

門がある。2015（平成 27）年 3 月末日現在の登録者数は、実人数集計で 82,939 名、複数取得者を含む部

門別集計で 100,107名となっている。 

技術士試験のレベルは高く、文部科学省に登録している技術者は科学技術に関する高度な応用能力を定め

ていることを認定されている技術者といえる。因みに、平成 26 年度に実施された試験の 21 部門全体の合

格率は対受験者 15.1％、対受験申込者 11.5%となっている。 

技術士登録部門のうち、廃棄物処理事業に最も関係する技術士の専門分野である衛生工学部門の会員企業

42 社における技術士登録者数は 184名である。 

歴史的変遷の中で科目名称は変わっているが、これらの科目の試験に合格し、登録している技術士は当協

会の会員企業に合計 194名（2015（平成 27）年 4月現在）が在籍している。 

b) RCCM 

RCCM は、（一社）建設コンサルタンツ協会が認定する民間資格である。大卒 10 年以上の実務経験を受

験資格とし、国土交通省では技術士と並んで活用されている。本資格は、建設コンサルタント登録に対応し

た部門で認定されており、廃棄物処理部門が 2004（平成 16）年 4 月から登録部門に追加されたことから、

廃棄物処理の RCCM が平成 16年度から新設され、会員企業の廃棄物処理 RCCM 有資格者は、48名（2015

（平成 27）年 4月現在）となっている。 

 

会員企業における技術士（総合技術監理、衛生工学部門） 

及び RCCM 有資格者（廃棄物処理部門）数 

 

 

 

（注）本表は、2015（平成 27）年 4月現在の全会員企業 41社に対して行った調査の結果から作成した。 

科 目 有資格者数 

技術士 194 

 

 

 

 

 

 

総合技術監理    27 

衛 

生 

工 

学 

部 

門 

汚物処理 1 

廃棄物処理 33 

廃棄物管理計画 79 

廃棄物管理 71 

小 計       184 

RCCM 48 

 廃棄物処理 48 
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2. 持続可能社会を目指す新たな潮流 

2.1 持続可能社会をめぐる国内外の情勢 

1) 国際情勢 

(1) 世界ならびにアジア地域における廃棄物発生量の増大 

 経済成長と人口増加に伴い、世界における廃棄物の発生量は増大している。2011（平成 23）年に発

刊された「世界の廃棄物発生量の推計と将来予測 2011 改訂版」によると、2050 年には世界の廃棄物発

生量が 2010 年の 2 倍以上になる見通しとされている。地域別にはアジアの発生量が最も多くなること

が予測されており、一般廃棄物の約 5 割、産業廃棄物の約 3 割を占める予測となっている。 

 

 

 

 

出典：世界の廃棄物発生量の推計と将来予測 2011 改訂版（廃棄物工学研究所） 

一般廃棄物（t/年） 

産業廃棄物（t/年） 
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(2) 世界経済の持続的発展と資源利用の削減ニーズ 

 国際的な資源価格の高騰、需給ひっ迫、鉱物資源の品位の低下にみられるように、今後、地球規模で

資源制約が強まることが予想されている。国連環境計画(UNEP)が設立した持続可能な資源管理に関す

る国際パネル(IRP)は、全世界的な規模で資源消費が急増していることから、経済活動当たりの資源利

用の削減と、資源利用に伴う環境負荷の低減という二つの意味におけるデカップリングが必要であると

している。  

 

(3) 資源効率性の向上 

 天然資源の保護と効率的な利用、すなわち資源効率性の概念は持続可能な社会に不可欠である。持続

不可能な天然資源の消費とそれに伴う環境劣化は、物資価格の上昇や供給の不確実性を通じてビジネス

リスクを増大させる。資源循環性の向上とライフサイクルを通じた資源の持続性の管理は、環境及び気

候の保護、持続可能なグリーン成長を実現するための重要な要素である。こうした背景から、産業界、

公的部門、研究機関、学会、消費者、その他のステークホルダーとともにベストプラクティスを共有・

促進し、イノベーションを強化するための自発的、非拘束的なフォーラムとして資源効率性のための

G7 アライアンスが設立されている。 

 

(4) 我が国からの循環資源の輸出増大 

 古鉄、鉄スクラップ、鉱さい、廃プラスチックなどの循環資源の我が国からの輸出量は、新興国をは

じめとする途上国の旺盛な資源需要を背景として、2000 年から 2010 年にかけて約 3.4 倍に増加してい

る。比較的 GDP が高い国における処理能力は一定程度向上しているものの、十分な処理能力を有して

いない国も多く、施設整備が行われている国であっても、施設以外の不適切な場所で処理やリサイクル

が実施されることもあることから、有害物質を含む電気・電子機器廃棄物（E-waste）やプラスチック

ごみ等が不適正に処分され、環境汚染を引き起こしている事例も発生している。 

 

(5) 国際的な化学物質管理 

 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチにおいて、電気電子製品のライフサイクルにおける

有害物質の管理が新規の課題とされている。 

 廃棄物の輸出入については、循環資源の国際的な移動が加速する中、依然として廃棄物の不法輸出入

も見られ、更なる水際対策が必要である。 

 他方、国際的な循環資源の移動は、適切に行われれば環境負荷の低減や資源の有効利用に資する場合

もあることから、国内での利用状況を踏まえた上で、輸出入後に環境汚染が生じないことを確保しつつ、

適切な場合には循環資源の国際移動の円滑化を図る必要がある。 
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2) 国内情勢 

(1) 人口減少、少子高齢化による廃棄物処理の課題 

 我が国は 2008（平成 20）年をピークに人口減少に転じた。出生数、生産年齢人口が減少する一方で

65 歳以上の高齢者人口が増加することが予想されている。今後迎えることになる本格的な超高齢化・人

口減少社会における廃棄物処理の課題として、以下の事項が考えられる。 

  今後、ごみの排出原単位が比較的大きい単独世帯の数が増加することが見込まれる。 

  老齢人口の増加に伴い、介護を要する高齢者の増加、高齢者の１人暮らしの増加等が想定され、    

重量のあるごみの排出が困難となる等の事例が増加するおそれがある。 

  高齢者の１人暮らし宅の遺品や廃棄物、放置家屋が未処理のまま残置される事例が想定される。 

  在宅医療の対象者の増加に伴い、在宅医療廃棄物が増加するおそれがある。 

  廃棄物処理・リサイクルを担う業界や施設運営の現場において、労働力人口の減少と高齢化が深  

刻化する懸念がある。 

 

(2) ２Ｒの取組の遅れ 

 ３次にわたる循環型社会形成推進基本計画に基づく循環利用率と最終処分量の目標は、国民や事業者

の３Ｒの取組等により達成されている。一方で、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り

低減していくためには、リサイクルに先立って２Ｒ（リデュース、リユース）を推進していくことを基

本とすべきであるが、２Ｒの取組はリサイクルと比較して遅れている。 

 このため、製品の製造段階を含めて、生活やビジネスなど社会経済のあらゆる場面において、２Ｒの

取組を推進していく社会システムが必要とされている。 

 

(3) 循環の質にも着目していく必要性 

 循環利用率や最終処分量などの循環の量に着目した指標については、平成 27 年度の目標を達成する

など成果が得られている反面、２Ｒのより一層の推進、使用済み製品からの有用金属の回収、使用済み

製品から同一種類の製品を製造する水平リサイクルの推進、有害物質を含む廃棄物等の適正処理システ

ムの構築、災害時の廃棄物処理システムの強化など、循環の質にも着目していく必要がある。 

 

(4) 安全・安心を重視した循環の実現 

 東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故など、これまで予想してこなかった事態が生じ、

国民の安全・安心に関する意識が大きく高まっている。 

 また、ＰＣＢ廃棄物やアスベスト廃棄物等については、適切な保管と処理の徹底を図る必要がある。 

 これらを踏まえ、大規模災害発生時においても円滑に廃棄物の処理を実施できる体制の整備、有害物

質をしっかりと処理した上での循環資源の利用、有害物質情報等に関する情報共有、関係者間での意思

疎通と理解の促進に向けた一層の努力など、環境保全と安全・安心の取組を強化する必要がある。 
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2.2 持続可能社会形成に向けた取組の方向性 

1) 質に着目した循環型社会の形成 

(1) ２Ｒの取組がより進む社会経済システムの構築 

 循環型社会の形成にあたって、リサイクルより優先順位の高い２Ｒ（リデュース、リユース）の取組

がより進む社会経済システムの構築を目指して、以下の取組が進められている。 

  国民、事業者が行うべき具体的な２Ｒの取組の制度化 

  消費者のライフスタイルの変革、事業者の積極的な取組等に対する社会的評価の仕組みづくり 

  主要な循環産業としてリユースの健全なビジネス市場の形成 

  ２Ｒの取組実施に対するインセンティブの付与 

  国民の「もったいない」という文化、意識の活用 

  長期にわたって使用可能な質の高い社会資本ストックの形成 

 

(2) 使用済み製品からの有用金属の回収 

 鉄、アルミニウム以外の金属やレアメタルを対象としたリサイクルシステム確立に向けて、使用済み

製品に含まれる有用金属の利用促進に向けて、以下の施策が講じられている。 

  小型家電リサイクル制度の定着に向けた普及啓発と連携促進 

  レアメタル等を含む主要製品全般を横断的に対象とした回収量の確保と効率性の向上 

  製造事業者とリサイクル事業者間での有用金属の含有情報の共有 

  関連する新技術の研究・開発 

 

(3) 水平リサイクル等高度なリサイクルの推進 

 使用済み製品を原料として、同一種類の製品を製造する高度で高付加価値な水平リサイクルを社会に

定着させることを目指し以下の施策が講じられている。 

  循環資源を供給する産業と循環資源を活用する産業との連携強化、消費者への普及・啓発 

  分別、解体、選別などリサイクル費用の削減に向けた新技術の研究・開発 

  循環資源の収集、利活用に関する情報開示 

 

(4) 有害物質を含む廃棄物等の適正処理システムの構築 

 東日本大震災を契機として、国民の安全・安心に関する意識がかつてなく高まっていることも踏まえ、

安全・安心がしっかりと確保された循環型社会を形成するため以下の取組が進められている。 

  アスベスト、ＰＣＢ等の有害物質を含む廃棄物の適正な管理・処理のための体制充実 

  化学物質を含有する廃棄物等の有害性の評価や適正処理に関する技術開発 

  リサイクル原料中の有害物質の混入状況に関する基準の策定、管理方法の構築 

  関係者の適切な役割分担による適正処理困難物の処理体制の構築 

  水銀廃棄物の適正な管理、処分等のあり方の検討 

  埋設農薬に関する処理計画策定、環境影響防止措置に対する都道府県への支援 

  有害物質情報に関するリスクコミュニケーションの的確な実施 
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(5) 災害時の廃棄物処理システムの強化 

 今後も起こり得る大規模災害に迅速かつ的確に対応するためには、廃棄物処理施設における防災対策

をはじめとして、あらかじめ災害時における廃棄物処理体制を準備しておくことが重要であり、以下の

取組が進められている。 

  災害の被害規模の段階や状況に応じた対策に向けた震災廃棄物対策指針の見直し 

  災害廃棄物の迅速な処理に向けた関係者間の協力体制の構築 

  復旧・復興事業における災害廃棄物由来の再生資材や建設副産物の積極的な活用 

  災害廃棄物対策行動指針に示される地域対策ブロックごとの対策行動計画の策定 

 

2) 低炭素社会、自然共生社会づくりとの統合的取組 

 循環型社会づくり、低炭素社会づくり、自然共生社会づくりの取組は、第４次環境基本計画（2012

（平成 24）年 4 月閣議決定）や生物多様性国家戦略（2012（平成 24）年 9 月閣議決定）にも位置づけ

られているように、いずれも社会経済システムやライフスタイルの見直しを必要とするものであり、地

域レベル、全国レベルで循環型社会づくりと低炭素社会づくり、自然共生社会づくりを統合して取り組

んでいく必要がある。 

 低炭素社会づくり、自然共生社会づくりとの相乗効果を高めるため、以下の分野横断的対策が進めら

れている。 

 

 (1) 低炭素社会づくりとの統合的取組 

 ３Ｒの取組を進めるとともに、なお残る廃棄物については熱回収を徹底し、廃棄物由来の温室効果ガ

ス排出量の削減とエネルギー供給の拡充を図る。 

  廃棄物熱回収、長寿命化、基幹的設備改良に対する交付対象事業の拡充 

  バイオマス系循環資源の原燃料への再資源化 

  再生可能エネルギーに関連する製品、設備のリユース、リサイクル、適正処分のための検討 

  リユースや長期使用がエネルギー消費の拡大につながることを踏まえた指針の策定 

  静脈物流システムの構築 

 

(2) 自然共生社会づくりとの統合的取組 

 自然共生社会づくりとの関連では、地域循環圏の高度化に向けた取組と併せ、農山漁村のバイオマス

活用や農林水産分野との分野横断的な対策が進められている。 

  バイオマス活用推進基本計画に基づくバイオマス資源の利活用促進 

  森林・林業基本計画に基づく森林の適切な整備・保全や木材利用の推進 

  資源の生産・採取時や再生可能エネルギー関連施設の設置・運転における自然環境の保全 

  農山村における稲わら、里地・里山保全によって生じる草木質資源等の未利用資源の活用 

  航路等の整備により発生する浚渫土砂を有効活用した干潟、藻場などの再生 
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3) 地域循環共生圏の構築 

 地域循環共生圏は「循環」と「共生」の概念により目指している環境、経済、社会の統合的向上を図

るため、地域ごとに異なる資源が循環する自立・分散型の社会を形成しつつ、それぞれの地域の特性に

応じて補完し支えあう考え方である。 

 

出典：平成 27 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 第１部 第１章 第 3 節 27p 

 

都市においては、汚染物質の排出を最小限にし、また市街地のコンパクト化を含めた省エネルギーを

進めつつ、再生可能エネルギーの導入を図る。一方農山漁村では、食料や再生可能エネルギー等につい

て付加価値を高めつつ地産地消を図る。 

都市は、そのエネルギー需要に比べて地域内で供給できる再生可能エネルギーの量には限りがあり、

農山漁村からの供給によっても賄われる。 

農山漁村からは、再生可能エネルギーの他にも、豊かな森から生まれたきれいな空気や水、食料、里

地里山の保全を通じた自然災害の防止など自然の恵み、いわゆる「生態系サービス」が供給される。 

また、農山漁村では、このような生態系サービスを生み出す森、里、川、海のつながりを管理するコ

ストが不足しているため、都市からボランティアや専門家等の必要な人材や資金などの供給を受ける。 

このほか、都市と農山漁村が連携することで、資源循環がより広域で効率的に行える可能性ができて

くる。 

上記は、地域循環共生圏における都市と農山漁村の様々なつながりの一例に過ぎないが、都市と農山

漁村が相互補完によって相乗効果を生み出しながら、それぞれの経済社会活動を行う「地域循環共生圏」

の創造が、環境、経済、社会が統合的に向上した持続可能な地域を実現する上で重要である。 
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4) アジア地域における循環圏形成 

 アジアの途上国における循環型社会の形成については、わが国の提唱で設立されたアジア３Ｒ推進フ

ォーラムにおいて、アジア太平洋地域における３Ｒの推進のための今後 10 年間の政策目標とその達成

状況を評価する指標が決められるなど、関係者間での合意形成が進んでいる。 

 今後も引き続き我が国がイニシアティブを発揮し、３Ｒを含む持続可能な生産と消費に関する取組を

推進していくために求められる事項は以下のとおりである。 

 

(1) ３Ｒ国際協力の推進 

 我が国とつながりの深いアジア・太平洋諸国において循環型社会が形成されるよう、国際機関の関

係プロジェクトと連携を図りつつ、アジア３Ｒ推進フォーラムなど多国間の枠組を通じて、３Ｒ推進に

関する情報共有や合意形成をさらに推進することを基本とする。 

 アジア各国に適合した廃棄物・リサイクル制度や有害廃棄物等の環境上適正な管理(ESM)が各国で定

着するよう、二国間政策対話を推進し、３Ｒ国家戦略等の策定支援、循環型社会推進に係る法制度整備

支援、学術・研究面での交流を深めるとともに、JICA 等を通じた専門家の派遣や研修生の受入れの拡

大を図る。 

 さらに、地方自治体の廃棄物管理サービスを拡大するための国際パートナーシップ(IPLA)による都市

間協力などを通じて、アジア各国の地方公共団体との知見・経験の共有や、技術協力等の連携を推進す

る。また、３Ｒアジア市民フォーラム等を通じて、市民レベルでの情報交換・連携を進めるとともに、

国際的な資源循環に関する研究を促進する。 

 

(2) 我が国循環産業の海外展開の支援 

 (1)の取組を通じた各国における廃棄物・リサイクル制度の導入・施行と静脈産業をはじめとする我が

国の循環産業の海外展開を戦略的にパッケージとして推進していくことが求められる。 

 また、政府、都市間レベルでの各国とのチャンネルも活用し、関係府省が連携して民間事業者と海外

政府関係者との交流支援や行政レベル・民間レベルで連携した海外展開の取組を進める必要があり、こ

うした取組を具体に進めるための枠組は以下のとおりである。 

  アジア各国で我が国の事業者が実施する事業のＦＳ調査の支援 

  我が国の３Ｒ関連技術の情報発信、海外展示会への出展支援 

  途上国における温暖化対策と同時に廃棄物問題にも資するコベネフィットを達成する事業支援 
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2.3 持続可能社会形成に関連するマーケット予想 

 環境省では、環境と経済との相互関係に着目した情報の整備・発信を行うこととしており、この一環

として、国内・海外の環境産業の市場規模を調査しており、直近では「環境産業の市場規模・雇用規模

に関する調査（2015（平成 27）年 7 月）」としてとりまとめられている。 

 ここでは、本調査結果をもとに環境産業に関する市場規模について整理した。 

1) 国内市場規模の推計結果 

 国内の環境産業の市場規模は 2013（平成 25）年に全体で 93 兆 2870 億円と推計され過去最大となっ

た。（前年比 4.0％増、2000（平成 12）年の約 1.6 倍の伸び） 

 また、全産業に占める環境産業の市場規模の割合は、2000（平成 12）年の 6.2％から 2013（平成 25）

年の 10.1％まで増加し、環境産業が我が国の経済成長に与える影響は大きくなっている。 
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 環境汚染防止分野では、公共事業の減少等により 2004（平成 16）年まで減少傾向であったが、2005

（平成 17）年以降は石油業界各社の「サルファーフリーガソリンと軽油」の一斉供給を契機として、化

学物質汚染分野が増加し分野全体の市場規模が増加している。 

 

 地球温暖化防止分野では、分野全体の市場規模は増加傾向にあり、とりわけ 2004（平成 16）年以降

の「自動車の低燃費化分野」の増加、2012（平成 24）年以降の「クリーンエネルギー分野」の増加が

特徴的である。 

 

環境汚染防止分野 

地球温暖化防止分野 
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 廃棄物処理・資源有効利用分野は、環境市場 4 分野の中で最も大きく、2008（平成 20）年まで増加

を続けていたが、その後の景気低迷により落ち込み、近年では再び微増傾向にある。 

 

 自然環境保全分野は、2002（平成 14）年から 2007（平成 19）年にかけて増加したが、それ以降ほ

ぼ横ばいの状態である。 

持続可能な農林水産業分野が 2010 年にかけて増加したほか、緑化・水辺再生分野が 2011（平成 23）

年を底に増加に転じている。 

 

廃棄物処理・資源有効利用分野 

自然環境保全分野 
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2) 将来の国内市場規模の予測結果 

 2000（平成 12）年から 2013（平成 25）年までの過去市場規模データをもとに、2014（平成 26）年

から 2050 年までの将来市場規模が、トレンド分析及び回帰分析により推計されている。 

 全体の市場規模は、2050 年にかけて緩やかに上昇し、117 兆円まで成長すると推計されている。 

 

 

 

 環境汚染防止分野では、2030 年ごろにかけて緩やかに成長するものの、その後減少に転じると推計

されている。 

 

環境産業全体 

環境汚染防止分野 
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 地球温暖化対策分野では、2018 年ごろまでは微増から横ばいで推移し、その後は省エネルギー建築

を中心に大きく成長することが推計されている。 

 

 

 

 廃棄物処理・資源有効利用分野の市場規模は、2030 年まで緩やかに成長するものの、2030 年をピー

クに減少に転じると推計されている。 

 

廃棄物処理・資源有効利用分野 

地球温暖化対策分野 
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 自然環境保全分野の市場規模は、水資源利用の市場規模が減少するものの、それを上回るペースで持

続可能な農林水産業の市場規模が拡大することから、2050 年に 12 兆円位まで成長すると推計されてい

る。 

 

 

3) 海外市場規模の推計結果 

 海外市場規模は、代表的な国と項目について実データを収集分析するとともに、データを収集できな

かった項目については拡大計算する方法で推計されている。 

 環境産業全体の市場規模は 2013（平成 25）年に 1,000 兆円を突破し、その後は徐々に成長率を減少

させながらも成長を続け、2050 年には 2,500 兆円に達すると推計されている。 

 

自然環境保全分野 
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 分野別にみると、廃棄物処理・資源有効利用分野が最も大きく市場規模全体の 6 割を占め、次いで環

境汚染防止分野、自然環境保全分野、地球温暖化対策分野となっている。 

 個別分野の市場規模の成長性については、自然環境保全分野の成長率が大きく 2050 年には環境汚染

防止分野と同規模まで成長すると推計されている。 

 一方、地球温暖化対策分野は 2000 年の市場規模ゼロから 2013（平成 25）年には 86 兆円まで急成長

したものの、今後は成長が緩やかになり、2050 年では 4 分野の中では最も市場規模が小さくなると推

計された。 
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3. 持続可能社会形成推進コンサルタントへの道筋 

3.1 基本的な方向性 

 旧ビジョンにおいて基本理念として掲げた「循環型社会のデザイナー」を目指すという方向性は、そ

の後の事業環境の変化が指し示すように、ますます社会的な要請が強まっていると認識できる。 

 旧ビジョンの総括結果ならびに東日本大震災後の事業環境を鑑みて、新ビジョンの基本的な方向性と

して以下の点を掲げるものとする。 

 

1) 事業フィールドの拡大 

 国内の廃棄物の発生量や処理施設の充足度から判断して、廃棄物関連予算が大幅に拡大することは考

え難いものの、安全を基盤とした循環型社会、低炭素社会、自然共生社会の構築に向けた統合的な取組

が求められている中で、私たち廃棄物コンサルタントは、「循環型社会と低炭素社会」、「循環型社会と

自然共生社会」それぞれの統合的な取組に関連する事業フィールドへ、コンサルタントサービスの領域

を拡大すべきである。 

 

2) プロジェクトの上下流への展開 

 廃棄物処理事業の特性から、従前においても私たち廃棄物コンサルタントは調査・計画・設計・施工・

監理の各段階でプロジェクトに関与してきたが、今後、ますます複合化するプロジェクトに関与してい

くためには、さらなる上下流への展開が求められる。すなわち上流側としてはプロジェクトの事業スキ

ームの構築に関与していくことであり、下流側としては事業運営段階への関与である。 

 

3) デザインファームからコンサルティングファームへの展開 

 1)、2)で述べた事業フィールドの拡大、プロジェクトの上下流への展開を指向するならば、私たち自

身が、調査・計画・設計を主体とする日本型コンサルタントから、発注者の機能を全面的に支援する独

立した欧米型コンサルタントへと変貌していく必要があり、そのための技術・ノウハウ・経験を積み重

ねていくことにより、持続可能社会形成推進コンサルタントとしての社会的役割を果たしていく必要が

ある。 

 

4) 中期行動計画とロードマップ 

 旧ビジョンの実現に向けたアクションプログラムの課題としては、ロードマップに沿った実行過程の

モニタリングが不十分であったこと、実施主体である協会内の各部会・委員会に負荷が集中し、会員企

業や所属する技術者への働きかけが不十分であったことが指摘されている。新ビジョンにおいてもアク

ションプログラムを具体の行動計画として位置づけるものとするが、その進捗管理にあたっては、年度

ごとの実行計画を策定するとともに、実施主体を明確にし、定量評価可能な評価指標を掲げることによ

り、年度での PDCA を回すことが必要である。 
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3.2 目指すべき姿 

1) 持続可能社会形成推進コンサルタントセクターの確立 

 新ビジョンが指し示す方向性の一つに、「事業フィールドの拡大」があげられている。 

2.3 で整理した廃棄物に関連する事業領域の市場分析事例によれば、国内の廃棄物分野の市場規模は

大きく成長することはなく、今後の新規事業領域はアジアを中心とした海外である。 

 一方、国の環境基本計画で示されている「環境、経済、社会の統合的向上」の方向性をより具体的に

表現すると、地域レベル、全国レベルでの安全を基盤とした循環型社会、低炭素社会、自然共生社会を

統合的な取組によって実現していくことであり、私たちの事業領域も循環型社会づくりを核として、低

炭素社会、自然共生社会に関連する事業フィールドに拡大していくべきである。 

 以上より、本ビジョンにおいては、「廃棄物コンサルタント」から安全を基盤とした循環型社会・低

炭素社会・自然共生社会を統合した概念である「持続可能社会形成推進コンサルタント」への進化を主

要テーマとするものであり、持続可能社会形成推進に関わるコンサルタント企業ならびに個々の技術者

を結集していく必要がある。 

 現状において、協会加盟会社における廃棄物コンサルタント業務のシェアは平均で 3～4％程度にすぎ

ないものの、低炭素関連、自然共生関連の業務を廃棄物関連業務に加えると、10％以上の比率を占める

ものと考えられる。 

 持続可能社会を構築する基本的な枠組としての「安全」を基盤とした「循環型社会づくり」、「低炭素

社会づくり」、「自然共生社会づくり」の統合的な取組に貢献するためには、コンサルタントセクターに

おいても、業界の統合、社内組織の再編成、技術者の結集等の構造改革が求められている。 

 

2) 協会組織のあり方 

 循環型社会形成推進コンサルタントセクターの協会組織の目的及び事業を現在の定款をもとにアレ

ンジすると以下のとおりである。 

(1) 目的 

 この協会は、「安全」を基盤とした「循環型社会づくり」、「低炭素社会づくり」、「自然共生社会づく

り」に寄与する技術水準の向上を図り、また持続可能社会形成推進に関わるコンサルタント業の社会的

地位の確立ならびに経営基盤の強化によりその健全な発展を図ることにより、環境、経済、社会の統合

的向上による持続可能社会の形成に貢献することを目的とする。 

(2) 事業 

 この協会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。 

  ① 持続可能社会形成推進に関する要素技術、マネジメント技術の調査研究 

  ② 持続可能社会形成推進に関する要素技術、マネジメント技術の普及啓発 

  ③ 持続可能社会形成推進に関わるコンサルタントエンジニアの人材育成 

  ④ 持続可能社会形成推進に関わるコンサルタント業の発展・改善に資する事業 

  ⑤ 持続可能社会形成推進に関わるコンサルタント分野の国際協力の推進 

  ⑥ 会報、調査研究成果その他の印刷物の刊行及び広報活動 



-36- 

 

(3) 会員 

会員は、上述した協会の目的に賛同して入会した公正中立かつ一定水準の技術や経験を有するコンサ

ルタント業務を営む法人とする。 

 具体的には、現在の協会会員に加え、地球環境及び自然環境を含む環境分野を得意とするコンサルタ

ント会社も広く結集した組織を目指すものとする。 

 

3) 持続可能社会形成に関わる総合技術力の研鑚 

 「安全」を基盤とした「循環型社会づくり」、「低炭素社会づくり」、「自然共生社会づくり」の統合的

な取組に貢献するためには、それぞれの要素技術、マネジメント技術を総合的に発揮できる体制や総合

技術力を駆使できる人材が求められる。 

 (1) 会社組織の充実 

 社内に多くの専門分野を抱える総合コンサルタント会社においては、「持続可能社会形成推進」に関

わるセクションを再編・統合することが推奨される。また、環境専業コンサルタント会社においては、 

自社内での事業領域の拡大、他社との業務連携、M&A 等により、総合力を発揮できる体制整備が求め

られる。 

(2) 技術者の資質向上 

 コンサルタントとしての基本能力である「コミュニケーション力」と「専門技術力」をベースとして、

多岐にわたる専門技術を有機的、総合的に組み合わせて持続可能社会形成に資する事業全体を推進する

ためには、総合技術者として以下の資質が求められる。 

① マーケティング能力 

 対象とする地域の経済条件や地域特性を勘案して、持続可能社会の形成に寄与するためのニーズを的

確に把握でき、それを解決するためのプロジェクトのフレームワークができる能力 

  ② プロジェクト組成力 

 実際にプロジェクトをスタートさせるために、ステークホルダーの特定、事業スキームの構築、ファ

イナンス計画等のプロジェクト組成ができる能力 

 ③ プロジェクトマネジメント力 

 施設・設備の計画、設計、施工、運用、更新といったプロジェクトのライフサイクルにわたる最適化

を図るためのマネジメント能力 

 ④ 制度設計能力 

 国や自治体が実施する持続可能社会形成に資する制度設計を支援し、必要に応じて自ら新しい制度を

提案する能力 

 ⑤ 海外プロジェクトコーディネート力 

 関連する海外プロジェクトへの参画ならびに他のセクターを含めた海外展開をコーディネートする

能力 

 こうした技術者の資質向上は、技術者個人の研鑚、技術者が所属する企業内での教育・研修と併せ、

協会としての情報提供、セミナー・研究会の企画、開催、継続教育支援等を充実させていく必要がある。 
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3.3 持続可能社会形成推進コンサルタントセクターの基本目標 

 ここでは、「持続可能社会形成推進コンサルタント」として目指すべき姿を踏まえ、ビジョンの目標

年である 2025 年における当該セクターの基本目標を以下のとおり掲げるものとした。 

1) 協会組織 

 「一般社団法人 持続可能社会形成推進コンサルタント協会（仮称）」として、正会員数 100 社以上（2015

（平成 27）年現在 41 社）からなる協会組織を目指す。 

 

2) 会員企業 

(1) 売上高 

 正会員数を 100 社と想定して、会員企業の総売上高 300 億円（国内 200 億円、海外 100 億円）を目

標とする。（2014（平成 26）年実績は 44 社で 149 億円） 

(2) 技術系職員数及び有資格者数 

 売上高の目標値を勘案して、現行の正会員企業の技術者数の 2 倍の 1,500 名の技術系職員とそのうち

の 1/3 の 500 名の有資格者数を目標とする。 

 

3) 技術者 

(1) 技術士資格 

 技術士資格の登録部門としては、現行の衛生工学部門に加え、環境部門、建設部門（建設環境）、上

下水道部門、農業部門、森林部門、水産部門、応用理学部門、資源工学部門等の専門技術領域での資格

取得を目指すとともに、総合技術監理部門の有資格者数の比率を全技術士資格者数の 1/4 程度とするこ

とを目標とする。 

(2) 国内管理技術者数 

 想定した会員企業の国内総売上高 200 億円に対し、受注単価を 10 百万円とすると年間プロジェクト

数は 2,000 件となる。一人の管理技術者が年間に対応する業務量を 3 件、3,000 万円程度とすると、必

要となる管理技術者数は 667 名（→700 名）を目標とする。 

(3) 海外業務のプロジェクトマネージャー数 

 想定した会員企業の国内総売上高 100 億円に対し、受注単価を 50 百万円とすると年間プロジェクト

数は 200 件となる。海外プロジェクトの場合、プロジェクトマネージャーのかけもちは通常できないこ

とから、プロジェクト数に相当するプロジェクトマネージャーが必要となるが、コンサルタントセクタ

ー以外からのプロジェクトマネージャーの可能性もあることから、コンサルタントセクターとしては

100 名の海外業務のプロジェクトマネージャーを育成することを目標とする。 
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4. 目標達成に向けた基本方針 

 持続可能社会形成に関わるコンサルタントセクターを当協会が核となって確立していくためには、協

会そのものの内部変革（組織体制再構築、定款改訂等）を図りつつ、現協会加盟会社ならびに関連する

他団体加盟コンサルタント会社への普及・啓発、環境省ならびに自治体からの理解と支援を得ていく必

要がある。 

4.1 協会の内部変革 

 「循環型社会のデザイナー」から「持続可能社会のデザイナー」へと進化するためには、当協会の組

織体制を再構築し、「安全」を基盤とする「循環型社会づくり」に加え、「低炭素社会づくり」、「自然共

生社会づくり」に関わる協会活動を拡大・活性化させるための内部変革が必要となる。 

1) 協会活動拡大の方向性 

 事業フィールドの拡大、プロジェクトの上下流への展開等を進めるため、資源循環系のコンサルタン

トを中心とする現在の会員企業のみならず、低炭素社会、自然共生社会に関連する技術領域を専門とす

るコンサルタントの参加を募るとともに、当協会への入会あるいは分科会への参加を要請し、幅広い専

門領域の技術者を結集して、分科会等の活動を拡大・活性化させる。 

2) 協会組織の再構築 

 現在の協会組織は、総務部会、対外活動部会、技術部会、国際部会、倫理委員会の４部会１委員会を

中心として構成されており、現在の「循環型社会づくり」に特化した活動から、「持続可能社会づくり」

に繋がる活動の受け皿として協会組織を再構築する。 

 (1) 総務部会 

 総務部会は、他の部会、委員会と連携して総務及び企画に関する事項について審議し、協会の円滑な

運営を図ることを目的として活動している。新ビジョン策定後において新たに総務部会に求められる機

能は、新ビジョンに基づく各種施策の進捗状況のモニタリングであり、年度で PDCA を回していくため

の専門委員会を新設する。 

 (2) 技術部会 

 技術部会では廃棄物・資源循環マネジメントに関するコンサルタント技術を対象に会員企業ならびに

所属する技術者の技術水準の向上を目的として、各種研究活動、技術セミナー、見学会等を企画・推進

してきた。新ビジョンの方向性を踏まえ、技術部会の下に以下の常設分科会を設置する。 

 ・循環型社会分科会（循環型社会形成に資する技術、制度に関する研究ならびに普及啓発） 

 ・低炭素社会分科会（地球温暖化抑制に資する技術、制度に関する研究ならびに普及啓発） 

 ・自然共生社会分科会（自然共生に資する技術、制度に関する研究ならびに普及啓発） 

 (3) 対外活動部会 

 対外活動部会は、発注者である国（環境省）、自治体との意見交換ならびに関係する団体との連携を

推進することを目的としており、部会内には広報専門委員会を設置している。新ビジョンを推進するに

あたって想定されるステークホルダーの増加を考慮して、以下の常設分科会を設置する。 

 ・循環型社会分科会 

 ・低炭素社会分科会 

 ・自然共生社会分科会 

 ・自治体対応分科会 
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 (4) 国際部会 

 国際部会は国際技術協力、国際研修に関する各種対応を継続させつつ、持続可能性社会形成に関わる

国際プロジェクトのコーディネート機能を果たすための「国際プロジェクト推進委員会」を設置する。 

 

3) 定款の改訂 

 上記の準備会活動の進捗状況を踏まえ定款、規則・規程の改訂を行う。定款改訂のポイントは以下の

とおりである。 

 ・名称：一般社団法人 持続可能社会形成推進コンサルタント協会（仮称）に変更 

 ・目的：持続可能社会の形成への貢献に変更 

 ・事業：廃棄物・資源循環マネジメント→持続可能社会形成推進に関する要素技術・マネジメント 

 

4.2 関連するコンサルタント団体との連携 

 低炭素社会、自然共生社会に関わるコンサルタントが主体となっている学協会や業界団体との連携を

強化するため、以下の取組を進める。 

1) 共催行事の企画・運営 

 持続可能社会を切り口とした各種セミナー、技術発表会、講演会、現場見学会等を他団体と共催で企

画・運営することにより、相互理解の促進を図る。 

2) コンサルタント団体連合会の組織 

 持続可能社会形成に関わるコンサルタントの協会、団体を緩やかに連合する組織の設立に向けて、当

協会が中心となって取り組む。 

 

4.3 環境省の政策パートナーとしての役割強化 

 国の環境政策の根幹である「持続可能社会の構築」に向けて、新ビジョンに基づく方向性のもと、「安

全」を基盤とする「循環型社会」「低炭素社会」「自然共生社会」に関与する環境省の部局との連携を強

化し、その政策立案プロセスに参加していくとともに、環境省と自治体間の環境政策をめぐるコーディ

ネート機能を強化する。 

1) 環境政策立案プロセスへの参画 

 環境省の関係部局が関与する政策諮問委員会等に委員を派遣し、それを協会組織としてバックアップ

することにより、環境政策立案プロセスへの参画を図る。 

2) 環境省と自治体間のコーディネート機能の強化 

 環境省の政策や各種制度を自治体に普及・啓発するとともに、自治体のニーズを把握し環境省に伝達

するといった国と自治体間のコーディネート機能を強化する。 

 

4.4 自治体アドバイザーとしての展開支援 

 これまでの廃棄物処理事業に関わる業務委託契約から、自治体の環境行政全般に関わるアドバイザー

あるいは、発注者のエージェントとしての機能を果たすべく、技術顧問やアドバイザリーとしての包括

契約あるいは個別プロジェクトに限定した発注者支援契約のプロトタイプを提案するなど、協会会員の

事業展開をサポートする。 
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5. 中期行動計画とロードマップ 

 持続可能社会形成推進コンサルタントセクターとしての基本目標ならびに目標達成に向けた基本方

針を踏まえ、おおむね 2020 年までに実行する行動計画を以下のとおり提案する。 

5.1 協会活動 

 2020 年を目途として「持続可能社会形成推進コンサルタント協会（仮称）」への発展的改組を実現す

るための行動計画は以下のとおりとする。 

1) 中期行動計画推進委員会の設立 

ビジョンに基づく協会、会員企業、コンサルタント技術者それぞれの中期行動計画をモニタリングし、

年次計画としてブレイクダウンするとともに、PDCA サイクルを回す機能を有する「中期行動計画推進

委員会」を立ち上げる。 

2) 技術部会の体制強化 

 技術部会の活動を「循環型社会づくり」に特化した活動から「持続可能社会づくり」全般に関わる活

動へと充実させるため、技術部会の下部組織として、以下の３分科会を設置する。 

(1) 循環型社会分科会 

 現行の専門委員会、検討委員会を循環型社会分科会に移行し、循環型社会構築に関わる技術や制度に

関する調査・研究ならびに技術研鑚のための各種企画の立案・運営を継続する。 

 (2) 低炭素社会分科会（準備会） 

 低炭素社会分科会は循環型社会と低炭素社会形成への統合的アプローチに関わる技術や制度に関す

る調査・研究ならびに技術研鑚のための各種企画の立案・運営を目的として新設する。当面は現在の会

員企業からメンバーを募り、分科会設置準備会として発足させる。 

(3) 自然共生社会分科会（準備会） 

自然共生社会分科会は循環型社会と自然共生社会形成への統合的アプローチに関わる技術や制度に

関する調査・研究ならびに技術研鑚のための各種企画の立案・運営を目的として新設する。当面は現在

の会員企業からメンバーを募り、分科会設置準備会として発足させる。 

3) 対外活動部会の活性化 

 対外活動部会では、持続可能性社会を展望した環境行政全般にわたる官庁組織、関係団体等との連携

強化を目的として、対外活動部会の下部組織として以下の４分科会を設置する。 

(1) 循環型社会分科会 

 現行の対外活動部会の機能のうち、環境省対応ならびに廃棄物関連の関係団体との連携機能を担う分

科会として位置づける。 

(2) 低炭素社会分科会（準備会） 

 環境省との意見交換・要望窓口ならびに低炭素社会関連の関係団体との連携窓口として、低炭素社会

分科会を新設する。当面は現在の会員企業からメンバーを募り、分科会設置準備会として発足させる。 

(3) 自然共生社会分科会（準備会） 

 環境省との意見交換・要望窓口ならびに自然共生社会関連の関係団体との連携窓口として、自然共

生社会分科会を新設する。当面は現在の会員企業からメンバーを募り、分科会設置準備会として発足さ

せる。 
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(4) 自治体対応分科会 

 自治体の環境部局全体を対象とした意見交換・要望窓口として自治体対応分科会を新設する。分科会

メンバーは、(1)～(3)の分科会長および副分科会長から構成するが、当面は循環型社会分科会構成メン

バーを主体として、廃棄物部局から環境計画、エネルギー、環境保全セクションへの展開を図る。 

 

 4) 国際プロジェクト推進委員会の設立 

 持続可能社会形成に関わる海外ニーズに対応して、案件形成、事業スキーム構築、関係者調整等のコ

ーディネート機能を果たすことを目的とした国際プロジェクト推進委員会を設立する。 

 国際プロジェクト推進委員会のミッションは、現行の国際部会の活動内容を踏まえ、以下のとおりと

する。 

 ① ３Ｒ国際協力の推進支援 

 ② 持続可能社会形成に関わる産業の海外展開支援 

 ③ 海外を含む関係団体とのネットワーク構築 

 

5.2 会員企業 

1) 持続可能社会形成推進コンサルタントとしての組織強化 

 社内に多くの専門分野を抱える総合コンサルタント会社では、持続可能社会形成に関連するセクショ

ンの統合・再編し、国内外の循環型社会、低炭素社会、自然共生社会づくりに関連するコンサルタント

業務を統合的に取り組む。 

 一方、環境専業コンサルタント会社においては、自社内での事業領域の拡大、他社との業務連携、

M&A 等により、総合力を発揮できる体制整備を推進する。 

 

2) 技術力の強化 

(1) 多様な人材の確保 

 持続可能社会形成に関わるコンサルタント業務に従事する技術者を確保するため、多様な専門分野の

新卒採用を継続するとともに、コントラクターを中心とした異業種からの中途採用を進めることにより、

多様な人材を確保する。 

(2) 技術者教育の充実 

 コンサルタントとしての基本能力であるコミュニケーション力、専門技術力について、OJT を中心と

して技術力の継承を図っていくとともに、持続可能社会形成に関わるコンサルタント技術者に求められ

る資質の習得を組織的に支援する。 

 

3) ワークライフバランスの改善 

 持続可能社会形成に関わるコンサルタント自らの職業継続を持続可能とするためには、ワークライフ

バランスの改善が必須である。企業としては多様なスキルや価値化を持つ人材を確保し、多様な働き方

の選択肢を設計することが必要である。併せて、個々のプロジェクトを効率的に推進し高付加価値な成

果を提供するためのマネジメント機能の充実を組織的に推進する。 
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4) コンプライアンスの強化・高度化 

(1) 基本的なコンプライアンス 

コンサルタントの役割を果たすために最も重要な要件は、コンサルタントとしてのコンプライアンス

であり、コンプライアンスを堅持するためには、以下に示すコンサルタントの三大倫理を遵守すること

によってこそ、コンサルタントはその社会的使命を果たすことができる。 

① 中立・独立性の保持：コントラクター等と資本、人事面において独立している。 

② 公正かつ自由な競争：違法行為、ダンピング受注等をしない。 

③ 高度な専門技術の保持：自らの高度な専門技術により業務を遂行する。 

この基本的コンプライアンスを、コンサルタント企業として遵守することを大前提とする。 

(2) アドバンスドコンプライアンス 

 持続可能社会のデザイナーとしてのプロジェクト組成力や制度設計力を遺憾なく発揮するためには、

さらに高度なコンプライアンス対応力が求められる。 

 すなわち、現行の法制度に縛られるのではなく、持続可能社会構築に向けて必要となる新たな制度や

特区申請などを第三者的立場から柔軟に提案できる能力、あるいは新規プロジェクト組成時等における

秘密保持レベルの解釈など、コンプライアンス上高度な判断を必要とする局面が増大すると考えられる。 

 ここでは、(1)の基本的コンプライアンスの遵守を堅持しつつ、アドバンスドコンプライアンスを意識

したコンサルタントならびに企業の行動原則を次のように定めるものとする。 

① 持続可能社会構築に資するための新しい制度的枠組を積極的に提案する。 

② 共有すべきプロジェクト関連情報をオープンにする。 

③ 民間プロジェクト、国際プロジェクトにおけるコンプライアンスを確立する。 

 

5.3 コンサルタント技術者 

1) 技術力の研鑚 

 コンサルタントの基本的な資源は人材であり、その資質(技術力、人間性、倫理性等)の高さが最も重

要でかつ求められるところである。その資質を具え、かつ継続的により高みを目指すため技術力の研鑚

を次のように図るものとする。 

(1) 若手技術者の基礎技術力の向上 

若手技術者は、OJT を基本としつつ、社外の各種セミナー等に積極的に参加し、コミュニケーション

力、専門的技術力等のコンサルタントとしての基礎技術力を習得する。 

(2) 中堅技術者の技術力の向上 

中堅技術者は、基礎技術力の研鑚を継続しつつ、マーケティング能力ならびにプロジェクトマネジメ

ント力に着目した資質向上を図る。 

(3) プロジェクトマネージャクラスの技術力の向上 

国内外を問わず持続可能社会構築に資する事業全体に関わるプロジェクト組成力、プロジェクトコー

ディネート力、プロジェクトマネジメント力、制度設計力等の資質向上を図る。 

(4) 技術者倫理の保持 

基本的な技術者倫理を基本としつつ、多様な条件下におけるプロジェクトの組成・推進に必要となる

柔軟でしなやかなコンプライアンス意識を醸成する。 
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2) コンサルタント成果の付加価値向上 

 従来の計画・設計業務におけるコンサルタントの成果品の価値は、納期が遵守されていること、仕様

書を満たしていること、成果にミスがないことに限定されるが、持続可能社会のデザイナーとしてのコ

ンサルタントの成果としては、さらなる付加価値が求められる。 

 (1) 発注者支援業務において求められる付加価値 

 発注者支援業務の主流である調達支援業務は、設計・施工分離のケースでは施工者を、設計・施工一

括のケースではデザインビルダーを、PFI 事業のようにファイナンスから運営までを含む場合には、い

わゆる SPC を調達対象とするものであり、その支援内容は上述の順に複雑で高度化する。 

 今後さらに官業民営化の動きが加速することを鑑みると、設計者としてのコンサルタントから事業そ

のものをマネジメントするコンサルタントへの進化が期待されるところであり、以下に示す付加価値を

意識したコンサルティングを指向する。 

① 発注者が求められる説明責任を支援する 

② 技術的論理性、客観性を明確にする。 

③ プロジェクトに内在するリスクを定量化しリスクをマネジメントする。 

(2) プロジェクトの発掘・形成時において求められる付加価値 

持続可能社会形成に資するプロジェクトを民間ベースで実施する場合、採算性はプロジェクトの成否

にとって重要な要因となることから、事業全体のベストマネジメントが必要であり、この点においてコ

ンサルタントの果たすべき役割がある。 

このためには、従前の技術ベースのノウハウに加えて、関係者との折衝能力、事業運営に係わる法務、

財務、経理能力等も併せ持ったコンサルタントが待望される。 

事業主体のオーナーに対するコンサルタントサービスを提供することを前提として、事業全体をマネ

ジメントする視点から、以下に示す付加価値を意識したコンサルティングを指向する。 

① 精度の高い事業採算性評価 

② win-win シチュエーションの事業スキーム 

③ 合意形成過程のトレース 

 

3) 公益活動への積極的参加 

 高いレベルのコンプライアンスを確立し、社会的に価値の高いコンサルティングサービスを提供する

ことと併せ、コンサルタント技術者としての社会貢献活動を活発化する。 

① 持続可能社会構築に資する技術開発の推進 

② 持続可能社会構築に資する広報・啓発活動の推進 

③ 地域貢献活動 

④ 国際貢献活動 
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5.4 ビジョン実現に向けたロードマップ 

 5.1～5.3 で整理した協会、会員企業、技術者それぞれの中期行動計画をリスト化しロードマップとし

て示している。 

 本ロードマップに基づき、各年度の達成度評価を実施するとともに、ロードマップとの乖離が生じた

場合は、その要因を分析するとともに、適宜、行動計画ならびにスケジュールの調整を行うものとする。 

 

アクションリストとロードマップ（中期行動計画） 

2016 2017 2018 2019 2020

協会組織のビジョン目標 会員数

（41社）　資源循環系、地球環境系、自然環境系コンサルタントの結集

100社

中期行動計画推進委員会の設立

委員会設立（中期行動計画に対応する年次計画のPDCA） 新協会へ改組

循環型社会分科会（現行の専門委員会、検討委員会の移行）

低炭素社会分科会準備会 低炭素社会分科会

自然共生社会分科会準備会 自然共生社会分科会

循環型社会分科会（現行の廃棄物関係発注者、関連団体との連携）

低炭素社会分科会準備会 低炭素社会分科会

自然共生社会分科会準備会 自然共生社会分科会

自治体対応分科会（廃棄物関連セクションから環境部局全般へ）

国際プロジェクト推進委員会の設立

委員会設立（３Ｒ国際協力、海外展開支援、国際ネットワーク構築）

売上高 国内200億円、海外100億円 300億円

技術者数 技術者1500名、技術士500名 1,500名

総合コンサルタント会社における関連セクションの統合

専業コンサルタント会社における事業領域拡大

技術力の強化

多様な人材の確保、技術者教育の充実

ワークライフバランスの改善

多様な働き方の制度設計、プロジェクトマネジメントの推進

コンプライアンスの強化・高度化

基本的コンプライアンスの強化、コンプライアンスの高度化

資格 技術部門の拡充 500名

国内ＰＭ 国内管理技術者数 700名

海外ＰＭ 海外業務のプロジェクトマネージャー 100名

技術力の研鑚

OJT,OFFJTを組み合わせた継続的な自己研鑚

コンサルタント成果の付加価値向上

発注者の満足度向上、プロジェクトの付加価値向上

公益活動への積極参加

コンサルタント技術者としての社会貢献活動の推進

コ

ン

サ

ル

タ

ン

ト

技

術

者

対外活動部会の活性化

会員企業のビジョン目標

組織強化

技術者のビジョン目標

会

員

企

業

中期行動計画
2025

ビジョン目標

ロードマップ
評価指標

技術部会の体制強化協

会

活

動
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